
⚫ 船舶技術部とは？
海上保安庁の仕事は巡視船が必要不可欠です。
巡視船が問題なく航行できるよう、船舶技術部では主に下記事項にかかる業務を行っています。

・巡視船の日常整備の指導、手配
→マニュアルに基づいて各船が必要な点検・整備を実施しているかチェックしています。
また、日常整備で使用する部品などの手配も行っています。

・故障時の対応
→巡視船は領海警備や人命救助等厳しい環境で運航していること、また海ならではの塩害により、
故障が発生しやすい環境です。
故障が発生し、乗組員でも対応できない場合は、乗組員と協力し故障箇所の特定を行います。
その後、民間事業者との調整や仕様書を作成するなど修理契約に向けた作業を行い、
巡視船の業務に影響が出ないように、航行不可とならないように取り組んでいます。

・定期修理の対応
→年に１度、日常整備では行うことが難しい整備や修理（定期修理）を実施しています。
この際にも上記と同じく民間事業者との調整や仕様書の作成を行います。

・新造船監督業務等
→新しく巡視船を造る際、要求するスペックを満たしより良い巡視船になるように、各種試験の
監督業務等を行っています。

① 職場の概要（仕事の内容）
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整備も重要業務の一つです！



日頃、利害関係者と仕事（修理・部品手配の業務など）を行うことが多いことから、コンプライアンス違反を
起こしてしまう可能性が少なからずあります。
当部ではコンプライアンス違反が起きないよう、部内の職員はもとより、民間事業者、巡視船乗組員に対して
下記取り組みを実施しています。

＜民間事業者へ対して＞
⚫ 問い合わせ～契約 手続きの案内
契約行為は、担当者しか行えない事について、民間事業者は知らないことがあるため、仕様内容を調整する際
にその後の契約までの手続きが必要であることを案内しています。
急ぎの場合、問い合わせの時点でお気遣い提案いただける事もございます
が、契約前に対応いただく事はお断りしています。

＜乗組員向けの指導について＞
⚫ 仕様変更チェックリストの配布
修理を行う際は、各船の乗組員が検査・監督する職員になります。
軽微な変更（ねじを交換予定だったが、現物を確認したところ交換不要
であった場合など）について「この程度なら」と必要な手続きを取らずに
許可してしまう事例が発生していました。
このような行為は、コンプライアンス違反となる可能性があるため、
契約連絡の度、検査・監督職員に対して「仕様変更チェックリスト」を送付し
違反を防止しています。

⚫ コンプライアンス研修の実施
各船艇に対しコンプライアンス研修資料を展開、各船艇で実施させています。
資料内容としては、サービス工事を行わせる事は倫理規定違反になる旨など、
実例を交えて記載しています。

⚫ 定期修理毎の心構え送付
年に一度実施する造船所での定期修理において、
開始前に安全管理やコンプライアンス遵守の呼びかけを行っています。
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⚫ こちらから連絡が無くても、契約や仕様変更前の対応はNGだということを理解している民間事業者が多
くなりコンプライアンス意識の向上が伺えます。

⚫ 仕様変更チェックリストがある事で、監督職員から確認の連絡が来るようになり、コンプライアンス意識
の向上に繋がっています。

⚫ 今年度は、コンプライアンス違反は発生していませんし、今後も必要な取組を継続していくことで、より
コンプライアンス意識の高い職場となることを目標としています。

③ ②に記載した倫理保持に関連する取組の目的及び効果
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海上保安庁の業務は

治安の確保（テロ対策等）
領海警備
海難救助
海洋調査
海上交通の安全

など多岐に及びます。

その業務を遂行するため、巡視船の存在は必要不可欠です。
船舶技術部では巡視船が問題なく航行できるよう、日々整備・修理における対応を行っており
現場を支える重要な業務を担っています。

④ 職場のＰＲ内容

整備状況のインタビュー 船からの報告を確認
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